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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一回分の眼科用液状流体のミストを分配するためのデバイス（１）であって、
　　前記ミストのための吐出開口（２５）と、
　　前記吐出開口（２５）と連通する混合チャンバー（９５）と、
　　空気チャンバー（５８）を画定するシリンダー（６０）と、
　　前記シリンダー（６０）の内部に変位可能に収容されたピストンヘッド（５４）を有
する空気ピストン（５５）を備えた第１の駆動部であって、前記空気チャンバー（５８）
から空気を吐出するように動作可能な第１の駆動部と、
　　前記液体の第１の体積を保持すると共に前記混合チャンバー（９５）と連通する流体
チャンバー（９２）と、
　　前記液体の複数回分の投与量に対応する前記液体の第２の体積を収容するための投与
チャンバー（１００）であって、前記投与チャンバー（１００）は、潰すことが可能な液
体容器あるいは可動底部を有する液体容器などの前記液体の供給源（７０）および前記流
体チャンバー（９２）と連通するか、あるいは連通するよう構成された投与チャンバー（
１００）と、
　　前記供給源（７０）から前記投与チャンバー（１００）へと前記液体の前記第２の体
積を供給するように動作可能であり、かつ、前記流体チャンバー（９２）に向かって投与
チャンバー（１００）内に収容された前記液体の前記複数回分の投与量のうちの１回分の
投与量を反復送達することによって前記投与チャンバー（１００）を空にするための第２



(2) JP 6818740 B2 2021.1.20

10

20

30

40

50

の駆動部と、
を具備し、
　前記空気チャンバー（５８）は、前記吐出空気が、前記吐出空気によって前記混合チャ
ンバー（９５）内に、前記流体チャンバー（９２）に送達された前記液体を押しやるため
に、前記混合チャンバー（９５）および／または前記流体チャンバー（９２）と連通する
、デバイス（１）。
【請求項２】
　前記空気チャンバー（５８）は、前記流体チャンバー（９２）と連通すると共に、前記
混合チャンバー（９５）と別個に連通し、
　前記デバイス（１）は、前記流体チャンバー（９２）から前記混合チャンバー（９５）
内へ前記流体を強制的に流入させるように、前記流体チャンバー（９２）内に流入する前
記吐出空気の一つの流れと、前記混合チャンバー（９５）内に強制的に流入させられた前
記液体に衝突する別な空気の流れによる前記液体の補助された霧化のために前記流体チャ
ンバー（９２）を通って前記混合チャンバー（９５）内に流れる前記吐出空気の別な流れ
と、を形成するよう構成される、請求項１に記載のデバイス（１）。
【請求項３】
　前記空気チャンバー（５８）は、二つの連続した空気の吐出のために十分な量の空気を
収容するように構成され、各連続した吐出によって、前記流体チャンバー（９２）内に収
容された各１回分の投与量が前記混合チャンバー（９５）内に押しやられる、請求項１ま
たは請求項２に記載のデバイス（１）。
【請求項４】
　前記流体チャンバー（９２）は、前記液体の前記投与量の体積に対応する容積を有する
ように構成される、請求項１ないし請求項３のいずれか１項に記載のデバイス（１）。
【請求項５】
　前記第１の駆動部および前記第２の駆動部を付勢するための、加圧キャニスターまたは
回転可能なヘッド（２８）などの付勢器を備え、前記第１の駆動部および前記第２の駆動
部の付勢は、少なくとも２回の前記空気チャンバー（５８）からの空気の連続した吐出お
よび前記流体チャンバー（９２）への１回分の投与量の少なくとも２回の連続した送達の
それぞれのために必要なエネルギーを提供する、請求項１ないし請求項４のいずれか１項
に記載のデバイス（１）。
【請求項６】
　前記第１の駆動部は、
　　機械的スプリングのようなスプリング（６１）を具備し、
　前記スプリング（６１）は前記空気ピストン（５５）に作用し、
　前記第１の駆動部の付勢は、前記スプリング（６１）を圧縮しながら前記空気ピストン
（５５）を後退位置まで変位させ、
　前記デバイス（１）は、前記スプリング（６１）が前記空気ピストン（５５）を前進位
置に向けて押しやると共に前記吐出をもたらすために、前記空気ピストン（５５）を前記
後退位置で保持しかつ前記後退位置から解放するための保持・解放機構（３０）をさらに
備える、請求項１ないし請求項５のいずれか１項に記載のデバイス（１）。
【請求項７】
　前記保持・解放機構（３０）は、複数の前進位置への前記空気ピストン（５５）の段階
的な前進をもたらすよう構成される、請求項６に記載のデバイス。
【請求項８】
　前記第２の駆動部は、
　　機械的スプリングのようなスプリング（１６１）と、
　　前記投与チャンバー（１００）の内部に変位可能に収容されたピストンヘッド（１５
４）を含む液体ピストン（１１０）と、を具備し、
　前記第２の駆動部の前記スプリング（１６１）は前記液体ピストン（１１０）に作用し
、
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　前記第２の駆動部の付勢は、前記スプリング（１６１）を圧縮しながら、前記液体ピス
トン（１１０）を後退位置へと変位させると共に、前記供給源（７０）から前記投与チャ
ンバー（１００）内に前記液体を引き込み、
　前記デバイス（１）は、前記第２の駆動部の前記スプリング（１６１）が前記液体ピス
トン（１１０）を前記流体チャンバー（９２）への前記流体の１回分の投与量の前記送達
のための前進位置に向かって押しやるために、前記液体ピストン（１１０）を前記後退位
置において保持しかつ前記後退位置から解放するための保持・解放機構（１３０）をさら
に備える、請求項１ないし請求項７のいずれか１項に記載のデバイス。
【請求項９】
　前記保持・解放機構（１３０）は、複数の前進位置への前記液体ピストン（１１０）の
段階的な前進をもたらすよう構成される、請求項８に記載のデバイス。
【請求項１０】
　ノズル（２５）を含みかつ第２の部分（２１０）に接続された第１の部分（２００）を
備えた構造体（Ｂ）を具備し、前記第１の部分（２００）および／または前記第２の部分
（２１０）はその表面（Ｓ）に形成された一つ以上のリセス（２０１，２０２）を有し、
前記リセス（２０１，２０２）は、前記第１の部分（２００）が前記第２の部分（２１０
）と組み合わされたときに少なくとも一つの導管（３０１，３０２）を画定し、前記導管
（３０１，３０２）は前記供給源（７０）から前記投与チャンバー（１００）へとかつ／
または前記投与チャンバー（１００）から前記流体チャンバー（９２）へと続いており、
前記導管（３０１，３０２）は、前記液体が前記投与チャンバー（１００）に供給される
とき前記供給源（７０）に向かう流体の流れを遮断するように構成された弾性フラップな
どの一方向弁（３２１，３２２）を含む、請求項１ないし請求項９のいずれか１項に記載
のデバイス。
【請求項１１】
　前記第１の部分（２１０）は、前記流体チャンバー（９２）を前記混合チャンバー（９
５）に接続する通路（９３）および／または前記空気チャンバー（５８）を前記混合チャ
ンバー（９５）に接続する通路（９１）および／または前記空気チャンバー（５８）を前
記混合チャンバー（９５）に別個に接続する一つ以上の通路（９７）を含み、前記一つ以
上の別個の通路（９７）は前記流体チャンバー（９２）の周囲に巻き付く、請求項１０に
記載のデバイス。
【請求項１２】
　前記投与チャンバー（１００）は、前記液体の２回分の投与量に対応する前記液体の第
２の体積を収容するためのものである、請求項１ないし請求項１１のいずれか１項に記載
のデバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概して、眼科用液状流体のミストを分配するためのデバイスに関する。この
ようなデバイスは既に知られており、構造および設計が異なる。一例として、液状流体を
ミストとして吐出するためにユーザーによって圧迫されるスクイーズボトルを含むデバイ
スが知られている。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１は、所定量の流体を計量し、計量された流体の一端に圧力を急速に加えてノ
ズルから流体を押し出すことによって、眼に治療用点眼剤を投与するための方法およびデ
バイスを開示している。
【０００３】
　特許文献２は、眼に向かって液体流を放出するためのデバイスおよび使用方法を開示し
ている。デバイスは、液体の流れを形成するために容器から開口を経て液体の少なくとも
一部を送り出すように動作可能なポンプ機構を含む。ポンプ機構は、当該ポンプ機構を駆
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動するためのコックドエネルギーを貯蔵することができるポンプドライバーを含んでいて
もよく、しかも少なくとも一つの作動機構が存在すると共にそれが液体送達のためのデバ
イスを起動させるように動作可能であってもよく、これによって駆動機構は手動あるいは
蓄積されたエネルギーをコックドエネルギーへと変換するよう構成される。
【０００４】
　特許文献３は、小さなマイクロリットル容量の液体調製物を眼またはその他の身体部分
に送達するためのデバイスおよび方法を開示している。このデバイスおよび方法は、ある
量の治療液体を空気流に導入し、微細な液滴の形態の液体を所望の部位に送達する。特許
文献３とは対照的に、本発明に係るデバイスは、空気チャンバーから放出された空気の作
用によって、そこから一回分の投与量が分配される流体チャンバーに液状流体の投与量を
送達するための投与チャンバーを含む。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国特許第３，９３４，５８５号明細書
【特許文献２】米国特許出願公開第２００２／１６１３４４号明細書
【特許文献３】米国特許第５，９９７，５１８号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、一回分の医療用眼科用液体を繰り返し吐出することを可能にする簡単で使い
易いディスペンサーを提供する必要性を損なうことなく、従来技術のディスペンサーの問
題を克服することを目的とする。特に、本発明は、人の両眼の治療のための迅速な分配を
可能にする際に使用するのが簡単なデバイスを提供する。同時に、本発明によって、ユー
ザーが自分の頭を直立させているか傾けているかに関係なく、あるいはユーザーがベッド
に横たわっていても、眼科用液状流体を分配することが可能になる。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　具体的には、請求項１に記載された第１の態様によれば、デバイスは、上記ミスト用の
吐出開口と、この吐出開口と連通する混合チャンバーと、空気チャンバーと、この空気チ
ャンバーから空気を吐出するよう動作可能な第１の駆動部と、液体の第１の体積を保持す
ると共に混合チャンバーと連通するための第１のチャンバーと、液体の複数の投与量、好
ましくは２回分の投与量に対応する液体の第２の体積を収容するための投与チャンバーで
あって、潰すことが可能な液体容器あるいは可動底部を有する液体容器といった上記液体
の供給源および上記流体チャンバーと連通するかあるいはそれと連通するよう構成された
投与チャンバーと、上記液体の第２の体積を供給源から投与チャンバーへ供給すると共に
上記流体チャンバーに向かってその中に収容された複数回分の投与量のうちの１回分の投
与量を繰り返し供給することによって上記投与チャンバーを空にするために動作可能な第
２の駆動部とを具備し、上記空気チャンバーは、吐出された空気によって混合チャンバー
内へと、吐出された空気が流体チャンバーに供給された液体を押しやるために、上記混合
チャンバーおよび／または上記流体チャンバーと連通する。
【０００８】
　請求項２に記載された特定の実施形態は、ユーザーが、特定の用途において、そして人
の角膜上に低粘度から高粘度の流体の付着が必要になるドライアイなどの特定の眼科疾患
または状態を治療するために場合によってはそうであるように、流体が高い粘度および濃
度を有する場合に必要とされる流体の非常に細かいミストを得ることを可能とする。この
ようにして、微細な、または比較的微細な液滴が、専用の空気流の作用によって、例えば
１～１００ｍＰａ・ｓ程度のような中粘度の液状流体が分配される場合でさえ実現され、
一方、別な態様によれば、同じ投与量の繰り返し吐出が可能となる。
【０００９】
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　デバイスが例えば高齢者によって使用されるときに必要とされるであろう、僅かなある
いは最小限の手の力しか使用せずにユーザーがデバイスを分配準備が完了した形態とする
ことを可能とする機構を含むこともまた考えられる。この目的のために、デバイスは回転
可能なヘッドまたはハンドルをさらに備えてもよく、デバイスのピストンはハンドルの回
転によって動作させられる。
【００１０】
　本発明の実施形態は従属請求項において規定されており、その目的は以下の説明から明
らかになるであろう。
【００１１】
　本発明の現時点で好ましい実施形態について、図６以降の図面を参照する。以下の説明
は、特許請求の範囲によって規定される本発明の範囲を限定するものではない。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】眼科用液状流体のミストを分配するためのパブリックドメインにない従来デバイ
スの側面図であり、当該デバイスは特許請求の範囲において規定されたものではない。
【図２】図１のデバイスのコンポーネント構造の斜視図である。
【図３】図１のデバイスの斜視図であり、エンドキャップを伴い、デバイスケーシングが
部分的に切り取られた状態で示されている。
【図４】図１のデバイスの断面図であり、流体のミストを分配するために準備された形態
である。
【図５】図４の断面に垂直な図１のデバイスの別な断面図であり、流体のミストを分配し
た後の形態である。
【図６】特許請求される本発明のデバイスの一実施形態の底部斜視断面図である。
【図７】図６のデバイスの別の斜視一部断面図であり、眼瞼オープナー構造体は示されて
いない。
【図８ａ】図７のデバイスの底部構造体のコンポーネント部品の斜視図であり、コンポー
ネントを逆さまの状態で示している。
【図８ｂ】図７のデバイスの底部構造体のコンポーネント部品の斜視図である。
【図９】液体供給源および投与チャンバーを通る、図６および図７のデバイスの断面図で
ある。
【図１０ａ】図６および図７のデバイスをさまざまな形態で示す図である。
【図１０ｂ】図６および図７のデバイスをさまざまな形態で示す図である。
【図１０ｃ】図６および図７のデバイスをさまざまな形態で示す図である。
【図１０ｄ】図６および図７のデバイスをさまざまな形態で示す図である。
【図１０ｅ】図６および図７のデバイスをさまざまな形態で示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　図１～５は、本発明に係るデバイスと共通の特定の基本的な構造的特徴ならびにそれに
本発明が依存しない特徴を有する従来のデバイス１（公的に入手できない）を示す。
【００１４】
　本明細書で後に本発明を論じるとき、同じ参照番号および用語を使用して、図１～５に
示された共通または類似の特徴を参照する。図１～５には示されていない、特に請求項に
記載された投与チャンバーおよび特別に構成された第２の駆動部といった本発明に特有の
付加的な構造的特徴については、図６以降に示す本発明の実施形態を参照して論じ、特に
指摘する。
【００１５】
　図６以降を参照して説明される、特に図８ａおよび図８ｂに示される特定の特徴は、図
１～５の従来デバイス１に組み込むことができ、しかも、有利なことには、本明細書にお
いて図６のデバイスに関連して示されていることに関係なく、それと共に使用することが
できる。
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【００１６】
　図１～５に示す従来のデバイスと同様、現時点で特許請求される発明のデバイス１は、
眼科用液状流体のミストを人の眼の中に／人の角膜に分配するためのものであり、特に、
ただし排他的にではなく、比較的に高い粘度を有するそうした流体のミストを分配するた
めに有用である。本発明のデバイスは、好ましくは、平均的な人がそれを自身の手で保持
できるようなサイズとされ、しかも、垂直状態で保持されるか水平状態で保持されるかと
いった、それが保持される状態にかかわらず使用に適している。
【００１７】
　本発明のデバイス１は、図６に示すように、図１のデバイスと本質的に同じ全体の視覚
的外観を有していてもよく、眼瞼オープナー部分１０およびケーシング部分２０を備える
。図１に最もよく示されている眼瞼オープナー部分１０は、分配中に眼の領域に当接して
保持されることによって人の眼瞼を開いた状態に保つように構成され、そしてカラー１２
と、このカラー１２をケーシング２０の前端部Ｆに接続する接続構造体１４とを含む。ケ
ーシング２０に対する接続部は、デバイス１が子供によって使用される場合などに、眼瞼
オープナー部分１０をより小さなものと交換できるようになっていてもよい。上述したミ
ストをカラー１２に向けて、したがって眼に向けて分配するための、例えば円形または楕
円形であってもよい吐出開口またはノズル２５が、デバイス１の前端部Ｆに配置される。
【００１８】
　図１～５に示す従来のデバイス１は、概して、ケーシング２０の内部に配置されると共
にさまざまな操作部（これは、例として示すように、回転可能部２６、押し下げ可能なタ
ブ３０およびケーシング２０の後端Ｒを画定する回転可能なハンドルまたはヘッド２８の
一つ以上を含み得る）を介して人によって操作可能な、さまざまな機構または駆動部を含
む。
【００１９】
　本発明に係るデバイス１では、図６以降を参照して後述するように、全ての駆動部は、
好ましくは、回転可能なヘッド２８および押し下げ可能なタブ３０のみをユーザーが操作
することによって動作可能であり、押し下げ可能なタブ３０は保持・解放機構の解放部分
を形成する。これによりデバイス１の極めて簡単な使用が可能となり、高齢者にとっても
非常に適したものとなる。
【００２０】
　従来のデバイスに戻ると、図２は、全体的に参照数字５０で示されかつケーシング２０
内に設けられた内部コンポーネント構造体を示す。コンポーネント構造体５０は、一端に
おいて吐出開口２５を含む出口構造体を支持し、他端において回転可能ヘッド２８を支持
する。回転可能ヘッド２８は管状延長部２８’を含み、かつ、デバイス１の組み立てを助
けるために、フレキシブルタブ２９を介してケーシング２０とスナップ（弾撥）係合する
よう構成される。
【００２１】
　コンポーネント構造体５０は、とりわけ、ミストとして分配されるべき眼科用液状流体
を収容する容器またはバレル７０と、ピストンロッドおよびピストンシリンダー６０に収
容されたヘッド（ヘッドは図２に示されていない）を有するピストン５５のユーザー制御
された前進のための第１の駆動部とを備える。
【００２２】
　シリンダー６０は、ピストン５５が第１の通常の完全に後退した位置にあるとき、第１
の体積の空気を内部空気チャンバーに貯蔵するように構成される。バレル７０は、好まし
くは、可動底部７２を有しかつ／または潰すことが可能であってもよく、眼科用流体の複
数回分の投与を可能にする内部容積を有し、そして別のものとの交換を、したがって一つ
のバレル７０が空になった後のデバイス１の継続使用を可能とするために交換可能であっ
てもよい。
【００２３】
　以下に説明する理由により、従来のデバイス１では、ピストン５５のロッドは、好まし
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くは、その長手方向軸線の周りで回転しないように保持され、かつ、概して、ピストン５
５のロッドの長手方向軸線と平行な軸線の周りの回転可能なデバイスヘッド２８の回転に
よって図２に示す第２の前進位置からその第１の後退位置まで移動可能である。
【００２４】
　図１～５に示される従来のデバイス１では、ヘッドから離れたピストン５５のロッドの
近位端部が図２に示されており、回転可能なデバイスヘッド２８の管状延長部２８’内に
受け入れ可能に構成されている。ピストン５５のロッドは、螺旋状に巻かれた部分および
直線状部分５６’を含む表面トラック５６を有する。表面トラック５６の巻回部分は、管
状延長部２８’の内側に配置されたタブをスライド可能に受け入れ、これにより、ピスト
ンロッドに対する回転可能なヘッド２８の回転は第２の位置から、図２に示すピストン５
５のロッドの近位端部の長さが回転可能なヘッド２８の管状延長部２８’内に収容される
後退した第１の位置へのピストンの対応する変位をもたらす。
【００２５】
　図１～５の従来のデバイス１に特有であるのは、コンポーネント構造体５０はまた、以
下でさらに説明されかつシリンダー６０の前端部においてその中にかつ吐出開口２５に最
も近接して配置される液体チャンバーおよび／または混合チャンバー内に液状流体の必要
投与量を分配するための、蠕動式投与ポンプ８２として図示されかつ例示される別の駆動
部を含んでいてもよいことである。図２に示すのはやはりチューブ８０、好ましくはその
全長に沿ってフレキシブルなチューブであり、これは第１の部分８１と第２の部分８１’
とを有し、かつ、液状流体をバレル７０から引き出すのに使用される。チューブ８０は、
後述する蠕動式投与ポンプ８２を介して、接続点８１''において、バレル７０を上述した
混合チャンバーと接続する。
【００２６】
　蠕動ポンプ８２は、半円形の壁部分８７として示される周壁部分８７を備えたハウジン
グと、一方ではポンプ８２を手動操作するためのハンドル２６を、そして他方では二つの
半径方向に対向するよう噛み合わされたシューまたはローラーを担持する回転可能なディ
スク８４とを含み、そのうちの一方のローラー８６は図２から最もよく示されており、反
対側のローラー８６’は図３に示されている。チューブ８０のフレキシブルな部分は、壁
部分８７と回転可能なディスク８４との間に受け入れられ、そして壁部分８７と二つのロ
ーラー８６のそれぞれとの間で平坦に局所的に押し潰される。その局部的に平坦化された
部分間のチューブ８０の長さは、ユーザーがディスク８４を回転させ、したがってローラ
ー８６，８６’を壁部分８７に沿ってかつチューブ部分をディスク８４と壁部分８７との
間で移動させることによって、チューブ８０の第２の部分８１’内へと前方に押しやられ
るその長さ内で、流体の体積または投与量を規定する。ハンドル２６を操作することによ
ってのみ、機構が解放される時まで、ユーザーがバレル７０から液状流体の所定量の１回
分の投与量を引き出すことができるように、回転可能なディスク８４の回転を操作毎に例
えば１８０°までに制限するための機構（図示せず）を含むことができる。チューブ８０
および容器７０の適切な構成は、投与量が上述したようにチューブ８０の第２の部分８１
’内へと前方に押しやられるとき容器７０内の液状流体の対応する体積が容器７０から引
き出されることを確実にすることを理解されたい。潰すことが可能な容器またはリザーバ
７０または変位可能な底部を有する容器７０を使用することにより、蠕動ポンプ８２によ
って加えられる吸引は容器７０が完全に空になるのを保証することを可能にする。
【００２７】
　蠕動ポンプ８２は、この蠕動ポンプ８２が受動的である場合には、液状流体の流れを妨
げるように構成された図示されていない弁手段を、一体的にまたは非一体的に備えてもよ
い。
【００２８】
　従来デバイス１は、第１の駆動部および蠕動ポンプ８２を一つのボタンまたはハンドル
のみ、例えばデバイスヘッド２８およびはハンドル２６によって作動させかつ／または後
退させることができるように構成することができる。さらに、デバイス１は、第１のおよ
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び／または蠕動ポンプ８２を、押しボタンに直線力を加えることによって、作動させかつ
／または後退させかつ／または解除することができるように構成することができる。図３
は、保護キャップ２が前端部Ｆに取り付けられたデバイス１を示す。
【００２９】
　図４および図５を参照して、図１～３に示される従来デバイス１の、そして本デバイス
１のさらなる詳細について説明する。
【００３０】
　図４は、ピストン５５が第１の後退位置にある状態で、すなわちピストンのヘッド５４
が吐出開口２５から離れて配置されると共にピストン５５のロッド５７の近位端部の比較
的大きな長さが回転可能なヘッド２８の管状延長部２８’内に受け入れられた状態で、デ
バイス１を示している。ユーザーは、ヘッド２８を回転させることによって、シリンダー
６０に対してピストン５５をこの第１の位置まで変位させることができる。この変位は、
ピストンヘッド５４とシリンダー６０の後部クロージャ６２との間で圧縮されることによ
ってピストン５５を上述の第２の前進位置に向けて付勢するように構成されたスプリング
６１の力に抗する。したがって、ヘッド２８は、ヘッド２８のこの回転の際に、スプリン
グ６１をその圧縮によって付勢する付勢器を形成する。従来のデバイス１では、管状延長
部２８’の内側に位置しかつ表面トラック５６の螺旋状巻回部分に係合する上述したタブ
が参照数字２７によって図４に示されており、表面トラック５６の螺旋状巻回部分の適切
な設計を選択することによって、ピストン５５の所望の変位が、ヘッド２８を例えば１８
０°あるいは３６０°にわたって回転させることによって達成され、これによってまた、
比較的小さな労力しか伴わずに、ユーザーが低減された手の強さでスプリング６１の力に
逆らってピストン５５を後退させることが可能になる。
【００３１】
　図４に示す従来のデバイス１のピストン５５の第１の位置においては、タブ２７は表面
トラック５６の真っ直ぐな部分５６’と整列しており、ピストン５５は、ユーザーがロッ
クを解除したときにスプリング６１によって駆動されて、その第２の位置へと延長部２８
’の長さに沿って軸方向に移動する準備ができる。ロック機構は、押し下げ可能なタブ３
０（図１参照）に連結されると共にシリンダー６０の外面に形成されたリセス３２に係合
するロッキンリブ３１を備える。リブ３１およびリセス３２は図５から最もよく分かる。
押し下げ可能なタブ３０は、図２にも示されている押し下げ可能なアーム３２’を含むこ
とによってレバー機構として機能し、これによって、タブ３０が押し下げられると、ピス
トン５５がスプリング６１によって駆動されて、その前進した第２の位置へと前方に移動
するように解放されるように、アーム３２’の他端に位置する係止リブ３１がリセス３２
との係合が外れるように引っ張られる。
【００３２】
　図４に示すように、ピストン５５の第１の位置において、シリンダー６０内の空気チャ
ンバー５８は、ピストン５５のヘッド５４と、参照数字９０によって大まかに指し示され
る分配構造体との間に、例として、約８２０ｍｍ３の空気容積を有する。
【００３３】
　ピストン５５が回転可能なヘッド２８の回転によって後退した第１の位置に向けてユー
ザーによって変位させられるとき、空気は空気アクセスポートを介して、この空気チャン
バー５８内に同時に引き込まれる。この目的のためにミストを吐出するための吐出開口２
５を使用することができる。だが、新鮮な空気と一緒に引き戻される既に分配された液状
流体による空気チャンバー５８の汚染のリスクを低減するために、空気アクセスポートは
シリンダー６０の周壁などの他の場所に配置されることが好ましく、しかも、一方向弁（
図示せず）を備えることが好ましい。空気の侵入を防止または制限するために、図示され
ていない別な一方向弁を吐出開口２５に関連して配置し、上記の汚染を防止することがで
きる。このようにして、防腐剤を含む液状流体を使用する必要性が減少する。
【００３４】
　分配構造体９０は、好ましくは、リアクロージャー６２に対向して、その最先端部を形
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成するためにシリンダー６０内に装入される。図示されるように、第１の空気流のための
通路９１は、空気チャンバー５８から構造体９０内の内部液体チャンバー９２へと通じて
いる。図示の実施形態のように好ましくは分配構造体９０の周りに（例えば螺旋状に）巻
き付く、一つ以上の、例えば三つの二次通路９７が形成され、そしてそれは、一方で空気
チャンバー５８と、他方で混合チャンバー９５と連通するように配置される。混合チャン
バー９５は、分配構造体９０の前方に配置され、かつ、分配構造体９０と、吐出開口２５
を画定する開口を有する前方ケーシング部２３との間に画定される。一つ以上の第２の通
路９７（これは円形断面を有していてもよい）は、第２の空気流が構造体９０を、したが
って液体チャンバー９２を通って、すなわち液体チャンバー９２を通らずに流れ、混合チ
ャンバー９５に入ることを可能にする。
【００３５】
　分配構造体９０には、接続点８１''を介してチューブ８０の第２の部分８１’から内部
液状流体チャンバー９２への液体の流れを可能にするための横方向に配向されたポートま
たは通路が設けられていてもよく、そしてまた通路９１の反対側に吐出開口９３を有する
。混合チャンバー９５は、開口２５がより狭い開口９３の反対側にありかつそれと整列さ
せられると共に二次通路９７が受け皿の「リム」において混合チャンバー９５に開口する
状態で、図４および図５に示すように、受け皿の大まかな輪郭に従ってもよい。一定の圧
力で開く弁（図示せず）が、液状流体チャンバー９２内で液状流体を保持するために、通
常は狭い吐出開口９３において通路９１内に設けられてもよいが、特に液状流体が比較的
高い粘度を有する場合には省略することができる。
【００３６】
　液状流体チャンバー９２の容積は、ハンドル２６による、その適切な操作時に、すなわ
ち所定の角度にわたるディスク８４の適切な回転時に、従来のデバイス１の蠕動ポンプ８
２によって分配または投与された液状流体の投与量の上記体積に対応し、例として、約５
０ｍｍ３のオーダーであってもよい。通路９１、開口９３および流体チャンバー９２は、
円形の断面を有してもよい。
【００３７】
　以前の吐出／分配後の使用のために従来のデバイス１を準備するとき、またはデバイス
１を初めて使用するとき、人は蠕動ポンプ８２を用いて従来のデバイス１の流体チャンバ
ー９２を満たし、そしてピストン５５を後退させられた第１の位置へと引き込む。これは
、原理的に、任意の順序でまたは単一の操作部が蠕動ポンプ８２およびピストン５５のた
めに使用される場合には同時に起こり得る。図４において、流体チャンバー９２内の流体
はドットによって表されている。
【００３８】
　ピストン５５を前進させるスプリング６１によって構成される図示の実施形態では、第
１の駆動部のその後の解放時に、前回のピストン５５の引き抜き中にシリンダー６０内に
引き込まれた空気チャンバー５８内の空気は、シリンダー６０から通路９１を通って構造
体９０内の液状流体チャンバー９２内へと強制的に送り込まれ、そして、好ましくは、や
はり、混合チャンバー９５内に開口する一連の追加の通路９７を通る上述した第２の空気
流としてシリンダー６０から出る。これに関して使用される「第１」および「第２」との
用語は、二つの空気流間の必要な時間的遅延を暗示することを意図するものではなく、主
として、通常は異なる目的を有するいくつかの空気流が生成されることを示すことを意図
するものであり、第１の空気流は主として液状流体チャンバー９２から液状流体を強制的
に押し出す役割を果たす。全ての液状流体が液状流体チャンバー９２から押し出され／推
進させられ後、空気チャンバー５８内の残留空気を、流体チャンバー９２をフラッシュす
るために、依然として液状流体チャンバー９２を通って混合チャンバー９５内へと放出す
ることができる。
【００３９】
　ここで図６を参照すると、この図は、本発明のデバイス１の実施形態の前端部Ｆの斜視
部分断面図を示し、ケーシング２０の一部、眼瞼オープナー部分１０、分配される液体の
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第１の体積または投与量を保持するための流体チャンバー９２と吐出開口２５と混合チャ
ンバー９５とを含むケーシング２０の前端部または底端部Ｆにおける底部構造体Ｂ、なら
びに、この実施形態では、図１のデバイスを参照して上述したのと同じ様式でかつ請求項
２において規定されるように空気チャンバーから空気の別個の流れを送達するように、底
部構造体Ｂにそれぞれ形成された空気の第１の流れおよび空気の別の流れのための導管９
１，９７を介して混合チャンバー９５および流体チャンバー９２と連通する空気チャンバ
ー５８を示している。底部構造体Ｂは、スナップ動作などにより、ケーシング２０との容
易な組み立てのために都合よく構成される。
【００４０】
　別な実施形態では、請求項１において広く規定されるように、空気チャンバー５８は、
液体がベンチュリー効果のみによる空気によって混合チャンバー９５内に引き込まれるよ
うに、混合チャンバー９５とのみと連通するように、すなわち流体チャンバー９２と直接
的には連通しないように構成され、あるいは、液体チャンバー９２内に流入する空気の作
用のみで液体が混合チャンバー９５内に押し込まれ、その中の全ての液体がパージされる
ように、液体チャンバー９２とのみ連通するよう構成される。
【００４１】
　図７は、眼瞼オープナー構造体を省略して、図６のデバイス１の別な斜視部分断面を示
す。図の右側に示されるのは、機械的スプリングとして示されるスプリング６１と、ピス
トンロッド５７''を備えたピストンロッドアセンブリと、上記空気チャンバー５８を画定
するシリンダー構造体６０の内部に変位可能に収容されたピストンヘッド５４とを含む空
気ピストン５５とを備えた第1の駆動部であり、スプリング６１はピストンロッド５７''
に作用する。
【００４２】
　デバイス１の回転可能なヘッド２８は、管状の延長部２８’を有し、かつ、この管状の
延長部２８’を受け入れるための中央開口を有すると共に以下でさらに説明するさまざま
なピストンロッドアセンブリの上部を受け入れるための下方に突出するソケット５０１，
５０８を有するシェルフ５００の領域においてケーシングとスナップ係合するよう構成さ
れている。シェルフ５００の下方に突出する管状延長部２８’には、空気を空気チャンバ
ー５８内に引き込むと共に空気を吐出するよう動作可能な第１の駆動部の、そして供給源
から対応する容量を有する投与チャンバーへと液体の、２回あるいはおそらくそれ以上の
投与量に対応する第２の体積を供給すると共に液体チャンバー９２への１回分の投与量の
繰返し供給によって投与チャンバーを空にするために動作可能な第２の駆動部のそれぞれ
の歯部と係合する周囲歯部（図示せず）が設けられている。
【００４３】
　ヘッド２８を回転させるなどして、第１の駆動部を付勢するかまたは作動させると、空
気ピストンヘッド５４は、最初に、スプリング６１を圧縮しながら下部構造体Ｂから離れ
るように図７に示す最も後退した位置まで変位させられる。第１の駆動部（その働きにつ
いては後に説明する）はさらに、ユーザーが解放機構をその都度作動させることによって
、スプリング６１が２段階で空気ピストンヘッド５４を前方に押しやるように作用するよ
うに、解放まで空気ピストン５５を二つの異なる位置に保持するための保持・解放機構３
０をさらに備えるか、あるいはそれが追加されており、後退位置からの空気ピストンヘッ
ド５４の各前進動作によって空気チャンバー５８内の空気の量の対応する放出が生じる。
図７を参照すると、一つのそのような位置が示されているが、別のそのような位置は、下
方へと空気チャンバー５８の端部を画定する底部構造体Ｂに向かって概ね中間点に存在す
るであろう。
【００４４】
　図７の左側に示されているのはまた第２の駆動部であり、この第２の駆動部は、機械的
なスプリングとして示されるスプリング１６１と、ロッド１５７と、投与チャンバー１０
０を画定する円筒形構造体１６０の形態のピストンシリンダー内に変位可能に収容された
ピストンヘッド１５４とを含む、以下では「液体ピストン」１００と称する液体を押しや



(11) JP 6818740 B2 2021.1.20

10

20

30

40

50

るためのピストンとを具備し、スプリング１６１はピストンロッドアセンブリのピストン
ロッド１５７’に作用する。
【００４５】
　ヘッド２８を回転させるなどして第２の駆動部を付勢または作動させ、そして同時に、
上述したように第１の駆動部を付勢または作動させると、ヘッド２８の管状延長部２８’
上の歯部との係合が、液体ピストン１５５の回転動作をもたらし、それと同時に、スプリ
ング１６１を圧縮しながら底部構造体Ｂから離れるように最も後退した位置へと最初にそ
れを変位させる。第２の駆動部（その働きについてはやはり後に詳述する）はさらに、解
放されるまで二つの異なる位置の一つで液体ピストン１５５を保持するための保持・解放
機構１３０を備えるか、あるいはそれが追加され、スプリング１６１は、解放機構を作動
させるユーザーによって時間が決められた２回のステップで液体ピストン１５５を前方に
駆動するように働き、最も後退した位置から液体ピストン１０の構造体Ｂに向かう各前方
動作の結果として、以下で説明するように、１回分の投与量が液体チャンバー９２に供給
される。
【００４６】
　図８ａおよび図８ｂは底部構造体Ｂの実施形態の一部を示しており、第１の部分２００
はノズル２５をその下側（図８ｂでは認識できない）に含みかつ第２の部分２１０と組み
合わされるように構成され、第１の部分２００は、その表面Ｓに形成された二つのリセス
２０１，２０２を有し、リセス２０１，２０２は、第１の部分２００が第２の部分２１０
と組み合わされたときに二つのそれぞれの導管３０１，３０２を画定する。導管３０１，
３０２は、それぞれ、供給源７０から投与チャンバー１００へと、そして投与チャンバー
１００から流体チャンバー９２へとつながり、そして好ましくは、それぞれ、弾性フラッ
プのような一方向弁３２１，３２２を含み、これらの弁は、液体が投与チャンバー１００
に供給されるとき上記供給源７０に向かう液体の流れを遮断するよう構成される。第１の
部分２００は、好ましくは、液体チャンバー９２を混合チャンバー９５に接続する通路９
３、および／または空気チャンバー５８を液体チャンバー９２に接続する通路９１、およ
び／または空気チャンバー５８を混合チャンバー９５と別個に接続する一つ以上の通路９
７とを含む。一つ以上の別個の通路９７は、図１～５に関連して説明したように、流体チ
ャンバー９２の周りに巻き付けて配置することができる。図示のように、ピストンシリン
ダー６０，１６１を第２の部分２１０と一体に成形することが好ましい。
【００４７】
　図９は、その最も前進した位置にある液体ピストン１５４を示す断面図であり、容器７
０の形態の供給源は、下部構造体Ｂの第２の部分２１０と一体でかつ投与チャンバー１０
０に通じる上記導管３０２と連通する通路Ｐを伴って構成されたスピゴット状コネクター
２５０に対して取り付けられている。この実施形態では、容器７０は、一端に、容器７０
の変位可能な底部７１に作用する圧縮スプリング７１を、そして他端にゴム膜を有し、こ
の膜は、流体接続を確立するためにスピゴット２５０によって貫通されるように構成され
ている。ピストンヘッド１５４が後退位置まで持ち上げられると、一方向弁３２２が開放
されかつ弁３２１が閉じられることによって、導管３０２を介して投与チャンバー１００
に液体が引き込まれることが理解されるであろう。投与チャンバー１００の充填後、すな
わち投与チャンバー１００が２回分の投与量の液体（図７に点線で示す）を含むようにピ
ストンヘッド１５４が図７に示す位置にあるとき、そして投与チャンバー１００から流体
チャンバー９２への１回分の投与量の放出が望まれるとき、弁３２２は、ピストンヘッド
１５４が下方に移動する際の投与チャンバー１００内の圧力増大によって自動的に閉じ、
そして弁３２１は開く。明らかに投与チャンバー１００から吐出された液体が投与チャン
バー１００から流体チャンバー９２に通じる導管３０１内に既に溜まっている液体を前方
に押し出すので、通常は、導管３０１上の長さに依存して、何回かのプライミングが必要
とされるであろう。
【００４８】
　図１０ａ～１０ｅは、ハンドル２８が、したがって保持・解放機構を含む第１および第
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２の駆動部が操作されたときのデバイス１のさまざまなコンポーネントの動きを示してい
る。簡略化のため、シェルフ５００を含む特定のコンポーネントは示されていない。
【００４９】
　デバイス１の動作は、両方のピストンヘッド５４，１５４が、図９に示されるような液
体ピストンに関して、底部構造体Ｂに近い最も前進した前方位置にある状態で始まる。管
状延長部２８’上の歯または歯車９１０の回転は、液体ピストン１１０および空気ピスト
ン５５それぞれのピストンロッドアセンブリ１５７および５７の上部１５７''および５７
''それぞれと一体の歯／歯車９０１，９０５の選択されたギアリングによって決定される
回転をもたらす。各ピストンロッドアセンブリの下部１５７’，５７’は、それぞれのピ
ストンヘッド１５４，５４を担持し、そして、一方では対応するスプリング６１，１６１
の作用下で、そして対応するカム面１６８，８６８に載る下部１５７'，５７’上のそれ
ぞれの突起１５８，８５８を介した、空気チャンバー５８および液体チャンバー１００を
画定するそれぞれの円筒形構造体６０，１６０上に形成された巻き取りカム面１６８，８
６８の作用下で、同時に上部に対して軸方向に変位させられながらそれと共に回転するよ
うに、対応する上部１５７''，５７''に接続される。
【００５０】
　この変位の間、それぞれのピストンヘッド５４，１５４は底部構造体Ｂから離れるよう
に移動し、流体供給源７０から導管３０２を通って液体チャンバー１００内に液体を、そ
して円筒壁６０に形成された適切な通路を経て空気チャンバー５４内に空気を引き込み、
そうした適切な通路は、好ましくは、一方向弁を備えることができる。
【００５１】
　カム面１６８，８６８のそれぞれには、二つの段部１６９および１７０と、二つの段部
８６９および８７０とをそれぞれ含む階段状の制御面が続いている。階段状の制御面は、
ハンドル２８が例えば１８０°だけ完全に回転させられ、図１０ｂに示す突起１５８，８
５８の端部付近位置を通過して、停止デバイス（図示せず）によって停止させられたとき
、空気ピストン５５の突起８５８が図１０ｃに示すように上側段部８７０に載り、一方で
同時に、液体ピストンの突起１５８が上側部段１７０を越えて回転させられ、これによっ
てピストンロッドアセンブリ１５７の下側部分１５７’が液体ピストンヘッド１５４と共
に、突起１５８が第２の段部１６９に到達するまでスプリング１６１によって基部構造体
Ｂに向かって前方に押しやられるように構成される。この時点で、空気チャンバー５４は
、その最大容量まで空気で満たされているが、図１０ｂに示す時点で予め投与チャンバー
１００に引き込まれた液体の半分は、第２の下側段部１６９によって画定される位置への
液体ピストンヘッド１５４の下向き動作によって流体チャンバー９２へと送達されてしま
っている。二つの段部１６９，１７０間の高さの差異を適切に選択することによって、投
与チャンバー１００内に含まれる液体の量の正確に半分が流体チャンバー９２に向かって
送達されることが保証され、そしてこの量または体積は、好ましくは、投与される液状流
体の１回分の投与量に対応するよう設定される。導管３０１内に含まれる液体は全てパー
ジされるが、それにもかかわらず、液体チャンバー９２に送達される投与量は液体の１回
分の投与量に対応し、この液体の一部は、最後に分配が行われてから、導管３０２に存在
していたであろう。
【００５２】
　図１０ｃに示す状態のデバイス１は、流体チャンバー９２内に収容された液体のミスト
を分配する準備ができており、ユーザーはここでデバイス１を自身の目に当接させて保持
する。この時点で、保持・解放機構の作動または操作が行われるが、その目的は、図１０
ｄに示すように、突起８５８がスプリング６１によって強制的に押しやられて空気シリン
ダーケーシング６０の第２の段部８６９上に載るように、空気ピストンアセンブリの関連
部分５７’の僅かな回転によって、空気シリンダーケーシング６０の段部８７０との係合
が外れるように突起８５８を動作させることであり、これにより空気ピストン５４は空気
シリンダー内で１段階だけ前進させられ、同時に内部の空気を半分だけ通路９１および／
または９７を介して吐出し、同時に液体チャンバー９２から外に液体を押し出し、空気と
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液体との間の相互作用によって液体のミストを発生させる。
【００５３】
　ユーザーは、今度は、眼科用流体を別の眼に使用することを望むことになるが、そのた
めにユーザーは、その突起１５８が投与チャンバーケーシング１６０の第２の段部１６９
を越えて、その本来の位置へと移動し、同時に投与チャンバー１００内の残りの投与量を
空の流体チャンバー９２内に押しやるように、液体ピストンロッドアセンブリの下部１５
７’を回転させるために保持・解放機構を再び操作する（図１０ｅ参照）。保持・解放機
構の最後の操作は、空気ピストンアセンブリの関連部分５７’の僅かな回転によって、突
起８５８を空気シリンダーケーシング６０の段部８６９との係合から外し、この結果、突
起８５８が空気シリンダーケーシング６０の最下段部８５８に載置させられ、一方で、空
気ピストン５４は空気シリンダー内に最後の１段階だけ前進させられ、同時に、通路９１
および／または９７を通って内部の残留空気を吐出し、同時に液体チャンバー９２から液
体を押し出し、そして空気と液体との間の相互作用によって液体のミストを生成する。
【００５４】
　突起１５８，８６８を対応する段部から係合解除されるためのピストンアセンブリの回
転は、図１に示すようにタブ３０を数回押することによってなされても（これはカム面（
図示せず）を通ってピストンヘッドが回転するたびに機能を発揮する）、あるいは、スト
ッパーによって制限された小さな増分だけヘッド２８をさらに回転させることによってな
されてもよい。このように、上で言及した保持・解放機構３０，１３０は単一の機構によ
って形成することができる。一例として、空気ピストン突起８５８が図１０ｄに示された
位置に到達したときに液体ピストンが、したがって突起１５７’が自動的に（空気ピスト
ンに直接的または間接的に結合されることによって）回転し、これによって図１０ｅに示
す最も前方の位置へと移動するように結合構造体が組み込まれてもよい。ギアリングを相
応に適合させることによって、ハンドル２８が同時に回転することなく液体ピストンが回
転することを可能にする機構（図示せず）が含まれてもよい。
【００５５】
　空気チャンバー５８を出る第２の空気流の速度は好ましくは高く、そしてスプリング６
１の作用によって吐出させられる空気の第１の流れは、液状流体チャンバー９２から、液
状流体チャンバー９２の前端部の吐出開口９３を経て、混合チャンバー９５内に液状流体
を放出するか押し出すことが理解される。混合チャンバー９５内への液状流体の流れは、
第２の空気流の混合チャンバー９５内への流入に起因するベンチュリー効果によって補助
され得る。流体が中粘度から高粘度を有する場合であっても、吐出開口９３の前方で、同
時に放出される液状流体に衝突する、第２の通路９７を出ていく第２の空気流によって、
液状流体の微細なミストが生み出される。
【００５６】
　前方への第２の空気流が、好ましくは、吐出させられた液状流体の流れの一般的な前方
方向に対して鋭角で、吐出させられた液状流体に衝突するように、一つ以上の通路９７の
経路を設計することが考えられる。これにより発生した微細なミストは、眼瞼オープナー
部分１０によって開状態で保持されたユーザーの目に向かって、スプリング６１によって
決定されるような大きな慣性を伴って吐出開口２５を経てデバイス１から吐出させられる
。空気チャンバー５８内の空気の量を適切に調整することによって、各分配中に全ての分
配された流体がデバイス１から吹き飛ばされることが保証され得る。
【００５７】
　液状流体チャンバー９２に通じる通路９１およびそこから出ていく吐出開口９３に関連
した一つ以上の通路９７の相対寸法を選択することによって、所望の流量および液滴サイ
ズを得ることができる。場合によっては、液状流体が混合チャンバー９５内で既に支配的
な第２の空気流中に噴射されることが好ましいであろう。吐出開口２５（デバイス１が正
確に保持されているとき、通常は、眼から約２０～３０ｍｍ離れて置かれる）のこの設計
は、ミストが眼にのみ滴下されることを保証し、そしてこれは、デバイス１が水平または
垂直のいかなる向きで保持されても達成可能である。
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【００５８】
　容器７０は、一実施形態では、（おそらく溶着によって閉じられる）例えば薄くかつ／
またはフレキシブルな箔からなる潰すことができるバッグまたはポーチを構成することが
できる。代替的に、容器７０は、成形プラスチックコンポーネントを構成することができ
る。容器７０は、一実施形態では、可動ピストンを含むシリンダーを構成することができ
る。可動ピストンはシリンダーの底部を画定することができ、そして遠位固定端部には、
デバイス１への液圧的および／または機械的インターフェースのための手段が設けられて
もよい。スプリング７１のような手段が、ピストンをシリンダー内に推進させるか押し込
むために設けられてもよい。これにより液体の投与が容易になる。
【００５９】
　容器７０は、一実施形態では、デバイス１への液圧的かつ／または機械的インターフェ
ースを可能にする、好ましくは成形されたプラスチックコンポーネントに接合されてもよ
い。
【００６０】
　液体容器７０は、好ましくは容器７０の交換可能性を考慮して、デバイス１のウェット
部分と一体化することができる。別個の容器７０は、デバイス１に対する容器の機械的配
向および／または固定のための独特な形状を有していてもよい。
【００６１】
　上記デバイスの全てのコンポーネントは、プラスチック材料、金属材料またはそれらの
組み合わせなど、所望の材料から形成することができる。特に、ユーザーの眼瞼を開けた
ままにするためのカラーは、抗菌性を有する表面材料を有するか、またはそのような材料
から形成されてもよい。さらに、吐出開口２５および／またはノズルを画定しかつ／また
は取り囲むコンポーネントおよび／または表面は、抗菌特性を有する材料から形成されて
もよい。さらに、流体チャンバー９５の内面を画定する材料は、その中に保持された全て
の液体を吐出するのを助けるために疎水性を有していてもよい。
【００６２】
　図から分かるように、本発明の図示された実施形態のデバイス１は、長さおよび幅がそ
れぞれ約９０ｍｍおよび６０ｍｍのオーダーであるような比較的平坦なケーシング２０を
有し、それがユーザーによって簡便に保持されることを可能にする。
【００６３】
　さらに、供給容器７０が空であるかまたはほぼ空であり、安全な投与量の供給をもはや
実施できない場合には、ハンドル２８の操作回数または容器７０内の液体の残量をモニタ
ーするために、電子的または機械的システム（図示せず）を設けてもよい。機械的システ
ムはハンドルの動きを阻止するように構成することができる。一実施形態では、ハンドル
２８に接続されかつハンドル２８によって駆動される要素には突出タブが取り付けられ、
当該要素はハンドル２８の各操作時にその位置を増やす。累積された増分の数が使用可能
な投与量数に対応するとき、突出タブは、新しい容器７０がデバイス１に装填されるとき
などリセットまで、ハンドル２８のさらなる動きを阻止するためにストッパーに当接して
停止する。
【００６４】
　第１および第２の空気流が確立されるように本発明に係るデバイスを構成することが好
ましいであろうが（これは液状流体が高い粘度を有する場合に好ましいであろう）、他の
場合には、第１の駆動部によって分配された液状流体の小さな液滴サイズをその形状だけ
で確立するのに適したノズルとして吐出開口２５を構成することによって、例えば細かい
メッシュ構造体を組み込むことによって、二次空気流を提供することは必要とされないで
あろう。本発明の目的のためには、６μｌ～４０μｌの範囲で予め選択された投与量の分
配が非常に適切であると考えられる。
【００６５】
　特許請求の範囲に先行する以下の態様は、分割特許出願の可能性のある提出のためのサ
ポートとしてここに提供される。
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　Ａ．
　眼科用液状流体のミストを分配するためのデバイス（１）であって、上記ミストのため
の吐出開口（２５）と、上記吐出開口（２５）と連通する混合チャンバー（９５）と、あ
る体積の空気を保持するための空気チャンバー（５８）と、上記空気チャンバー（５８）
から空気を吐出するよう動作可能な第１の駆動部（６１）と、分配されるある体積の流体
を保持すると共に上記混合チャンバー（９５）と連通する流体チャンバー（９２）と、上
記流体チャンバー（５８）に流体の所定の投与量を送達すると共に容器（７０）のような
流体の供給源と連通するかあるいは連通するよう構成された第２の駆動部（８２）とを具
備し、上記空気チャンバー（５８）は上記流体チャンバー（９２）と、そして上記混合チ
ャンバー（９５）と別個に連通し、上記デバイス（１）は、上記混合チャンバー（９５）
内に強制的に流入させられた上記液体に衝突する別な空気流による上記液体の補助された
霧化のために、上記流体チャンバー（９２）から上記混合チャンバー（９５）内へ上記流
体を強制的に流入させるように上記流体チャンバー（９２）内に流入する上記吐出された
空気の一つの流れと、上記混合チャンバー（９５）内に上記流体チャンバー（９２）を経
て流入する上記吐出空気の別な流れとを形成するよう構成され、好ましくは上記ノズル（
２５）を含むと共に第２の部分（２１０）と接続された第１の部分（２００）を備えた構
造体（Ｂ）を備え、上記第１の部分（２００）および／または上記第２の部分（２１０）
はその表面（Ｓ）に形成された一つ以上のリセス（２０１，２０２）を有し、上記リセス
（２０１，２０２）は、上記第１の部分（２００）が上記第２の部分（２１０）と組み合
わされたときに少なくとも一つの導管（３０１，３０２）を画定し、上記導管（３０１，
３０２）は上記供給源（７０）から上記投与チャンバー（１００）へとかつ／または上記
投与チャンバー（１００）から上記流体チャンバー（９２）へと続いており、上記導管（
３０１，３０２）は、上記液体が上記投与チャンバー（１００）に供給されるとき上記供
給源（７０）に向かう流体の流れを遮断するように構成された弾性フラップなどの一方向
弁（３２１，３２２）を任意選択的に含み、上記第１の部分（２１０）は、好ましくは、
上記液体チャンバー（９２）を上記混合チャンバー（９５）に接続する通路（９３）およ
び／または上記空気チャンバー（５８）を上記混合チャンバー（９５）に接続する通路（
９１）および／または上記空気チャンバー（５８）を上記混合チャンバー（９５）に別個
に接続する一つ以上の通路（９７）を含み、上記一つ以上の別個の通路（９７）は任意選
択的に上記流体チャンバー（９２）の周囲に巻き付く、デバイス（１）。
【符号の説明】
【００６６】
　１　デバイス
　２　保護キャップ
　１０　眼瞼オープナー部分
　１２　カラー
　１４　接続構造体
　２０　ケーシング
　２３　前方ケーシング部
　２５　吐出開口（ノズル）
　２６　回転可能部（ハンドル）
　２７　タブ
　２８　回転可能ヘッド（ハンドル）
　２８’　管状延長部
　２９　フレキシブルタブ
　３０　保持・解放機構
　３１　ロッキンリブ
　３２　リセス
　３２’　アーム
　５０　コンポーネント構造体
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　５４　空気ピストンヘッド
　５５　空気ピストン
　５６　表面トラック
　５６’　直線状部分
　５７　ピストンロッド
　５７’　下部
　５７''　上部
　５８　空気チャンバー
　６０　シリンダー（円筒形構造体）
　６１　スプリング
　６２　後部クロージャ
　７０　バレル（容器）
　７１　圧縮スプリング
　７２　可動底部
　８０　チューブ
　８１　第１の部分
　８１’　第２の部分
　８１''　接続点
　８２　蠕動式投与ポンプ
　８４　ディスク
　８６，８６’　ローラー
　８７　壁部分
　９０　分配構造体
　９１　通路
　９２　液状流体チャンバー
　９３　吐出開口
　９５　混合チャンバー
　９７　二次通路
　１００　投与チャンバー
　１１０　液体ピストン
　１３０　保持・解放機構
　１５４　液体ピストンヘッド
　１５５　液体ピストン
　１５７　ピストンロッドアセンブリ
　１５７’　下部
　１５７''　上部
　１５８　突起
　１６０　投与チャンバーケーシング（円筒形構造体）
　１６１　スプリング
　１６８　カム面
　１６９，１７０　段部
　２００　第１の部分
　２０１，２０２　リセス
　２１０　第２の部分
　２５０　スピゴット状コネクター
　３０１，３０２　導管
　３２１，３２２　一方向弁
　５００　シェルフ
　５０１，５０８　ソケット
　８５８　空気ピストン突起
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　８６８　カム面
　８６９，８７０　段部
　９０１，９０５，９１０　歯車

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８ａ】

【図８ｂ】

【図９】 【図１０ａ】
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【図１０ｂ】 【図１０ｃ】

【図１０ｄ】 【図１０ｅ】
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